
政
令
第
二
九
三
号 

政
治
資
金
規
正
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令 

内
閣
は
、
政
治
資
金
規
正
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
六
十
四
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
政
治
資

金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
八
条
の
二
第
二
項
及
び
第
三
十
三
条
並
び
に
政
党
助
成
法
（
平
成
六

年
法
律
第
五
号
）
第
三
十
二
条
第
六
項
及
び
第
四
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。 

 

（
政
治
資
金
規
正
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条　

政
治
資
金
規
正
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
年
政
令
第
二
百
七
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
九
条
第
一
項
の
表
第
六
条
第
一
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
の
項
中
「
当
該
公
職
の
候
補
者
に
係
る
公
職
の
種
類
」
の
下

に
「
、
当
該
政
治
団
体
が
同
項
第
三
号
に
係
る
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
で
あ
る
と
き
は
そ
の
旨
、
当
該
政
治
団
体
を
主
宰

す
る
衆
議
院
議
員
若
し
く
は
参
議
院
議
員
又
は
当
該
政
治
団
体
の
主
要
な
構
成
員
で
あ
る
衆
議
院
議
員
若
し
く
は
参
議
院
議 

員
の
氏
名
及
び
そ
の
者
に
係
る
公
職
の
種
類
」
を
加
え
、
同
表
第
九
条
第
一
項
第
一
号
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

第
九
条
第
一
項
第
一
号

次
に
掲
げ
る
事
項

次
に
掲
げ
る
事
項
（
ニ
を
除
く
。
）

 
 

 

寄
附
（
第
二
十
二
条
の
六
第
二
項
に
規
定

寄
附



 
 

す
る
寄
附
を
除
く
。
以
下
ロ
及
び
第
十
二

 
 

条
第
一
項
第
一
号
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）

 

、
当
該
寄
附
を

並
び
に
当
該
寄
附
を

 
 

そ
の
旨
並
び
に
当
該
寄
附
が
第
十
九
条
の

そ
の
旨

 

十
六
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
に

 

係
る
寄
附
で
あ
る
と
き
は
そ
の
旨

 

第
九
条
第
一
項
の
表
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

 
 

第
十
二
条
第
一
項
第
一
号

次
に
掲
げ
る
事
項

次
に
掲
げ
る
事
項
（
ニ
を
除
く
。
）

 

、
当
該
寄
附
を

並
び
に
当
該
寄
附
を

 

 

そ
の
旨
並
び
に
当
該
寄
附
が
第
十
九
条
の

そ
の
旨 

 

 

十
六
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
に

 

 

係
る
寄
附
で
あ
る
と
き
は
そ
の
旨

 

収
入
（
報
告
書
に
記
載
す
べ
き
収
入
が
あ

収
入 



 

つ
た
年
の
前
年
以
前
に
お
け
る
収
入
を
含

 

 

む
。
）

第
九
条
第
一
項
の
表
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 

第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
の

翌
年
へ
の
繰
越
し
の
金
額

第
一
号
に
規
定
す
る
全
て
の
収
入
の
総

二

額
か
ら
前
号
に
規
定
す
る
全
て
の
支
出

の
総
額
を
控
除
し
た
金
額

第
九
条
第
一
項
の
表
第
十
七
条
第
四
項
の
項
中
「
第
七
条
の
二
第
二
項
」
を
「
第
七
条
の
二
第
三
項
」
に
改
め
る
。 

第
十
八
条
中
「
又
は
法
」
を
「
、
法
」
に
改
め
、
「
政
治
資
金
監
査
報
告
書
」
の
下
に
「
又
は
法
第
十
九
条
の
十
四
の
二

第
四
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
書
」
を
加
え
る
。 

 

（
政
党
助
成
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

 

第
二
条　

政
党
助
成
法
施
行
令
（
平
成
六
年
政
令
第
三
百
七
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

第
一
条
中
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
、
「
第
十
一
条
第
二
項
」
を
「
第
十
四
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
を
第
十
四
条
と
し
、
第
八
条
か
ら
第
十
条
ま
で
を
三
条
ず
つ
繰
り
下
げ
る
。 



第
七
条
中
「
第
十
条
」
を
「
第
十
三
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
条
と
し
、
第
六
条
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。 

 
（
公
表
対
象
報
告
文
書
の
写
し
の
交
付
の
方
法
）

第
七
条　

法
第
三
十
二
条
第
四
項
又
は
第
五
項
の
規
定
（
第
四
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
規

定
及
び
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
。
以
下
こ
の
条

及
び
次
条
第
一
項
に
お
い
て
「
情
報
通
信
技
術
活
用
法
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
）
に
よ
る
公
表
対
象
報
告

文
書
（
法
第
三
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
報
告
書
、
支
部
報
告
書
、
総
括
文
書
、
監
査
意
見
書
若
し
く
は
監
査
報
告
書

又
は
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
都
道
府
県
提
出
文
書
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
か
ら
第
九
条
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
写

し
の
交
付
の
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
方
法
の
実
施
に
あ
っ

て
は
総
務
大
臣
又
は
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
が
そ
の
保
有
す
る
処
理
装
置
及
び
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
電
子
計
算
機
に
対

す
る
指
令
で
あ
っ
て
、
一
の
結
果
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
組
み
合
わ
さ
れ
た
も
の
を
い
う
。
）
に
よ
り
こ
れ
ら
の

方
法
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
限
り
、
同
号
に
掲
げ
る
方
法
の
実
施
に
あ
っ
て
は
情
報
通
信
技
術
活
用
法
第
六

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
（
同
号
及
び
次
条
第
一
項
に
お
い
て
「
電
子
情
報
処
理

 

組
織
」
と
い
う
。
）
を
使
用
し
て
法
第
三
十
二
条
第
四
項
又
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
が
あ
っ
た
場
合
に
限
る
。



一　

公
表
対
象
報
告
文
書
を
複
写
機
に
よ
り
総
務
省
令
で
定
め
る
大
き
さ
の
用
紙
に
複
写
し
た
も
の
（
白
黒
で
複
写
し
た

 

も
の
に
限
る
。
）
の
交
付

二　

公
表
対
象
報
告
文
書
を
ス
キ
ャ
ナ
に
よ
り
読
み
取
っ
て
で
き
た
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他

人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
た
記
録
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
光

デ
ィ
ス
ク
（
日
本
産
業
規
格
Ｘ
〇
六
〇
六
及
び
Ｘ
六
二
八
一
に
適
合
す
る
直
径
百
二
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
光
デ
ィ
ス
ク

 

の
再
生
装
置
で
再
生
す
る
こ
と
が
可
能
な
も
の
に
限
る
。
）
に
複
写
し
た
も
の
の
交
付

三　

公
表
対
象
報
告
文
書
を
ス
キ
ャ
ナ
に
よ
り
読
み
取
っ
て
で
き
た
電
磁
的
記
録
を
光
デ
ィ
ス
ク
（
日
本
産
業
規
格
Ｘ
六

二
四
一
に
適
合
す
る
直
径
百
二
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
光
デ
ィ
ス
ク
の
再
生
装
置
で
再
生
す
る
こ
と
が
可
能
な
も
の
に
限

 

る
。
）
に
複
写
し
た
も
の
の
交
付

四　

公
表
対
象
報
告
文
書
の
写
し
の
交
付
を
情
報
通
信
技
術
活
用
法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
電
子
情
報
処
理
組
織

 

を
使
用
し
て
行
う
方
法

 

（
公
表
対
象
報
告
文
書
の
写
し
の
交
付
に
係
る
手
数
料
の
額
）

第
八
条　

法
第
三
十
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
手
数
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
写
し
の
交
付
の
方
法



の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
（
複
数
の
方
法
に
よ
り
写
し
の
交
付
を
受
け
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
合
算

額
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
基
本
額
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
基
本
額
が
三
百
円
（
情
報
通
信
技
術
活
用
法

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
法
第
三
十
二
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
を
す
る
場

 

合
に
あ
っ
て
は
、
二
百
円
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
達
す
る
ま
で
は
、
三
百
円
と
す
る
。

 

一　

前
条
第
一
号
に
掲
げ
る
交
付　

交
付
す
る
用
紙
一
枚
に
つ
き
十
円

二　

前
条
第
二
号
に
掲
げ
る
交
付　

光
デ
ィ
ス
ク
一
枚
に
つ
き
百
円
に
公
表
対
象
報
告
文
書
一
枚
ご
と
に
十
円
を
加
え
た

 額
三　

前
条
第
三
号
に
掲
げ
る
交
付　

光
デ
ィ
ス
ク
一
枚
に
つ
き
百
二
十
円
に
公
表
対
象
報
告
文
書
一
枚
ご
と
に
十
円
を
加

 

え
た
額

 

四　

前
条
第
四
号
に
掲
げ
る
方
法　

公
表
対
象
報
告
文
書
一
枚
に
つ
き
十
円

２　

前
項
の
手
数
料
の
納
付
は
、
収
入
印
紙
を
も
っ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
手
数
料
を
総
務
省
の
事
務

 

所
に
お
い
て
納
付
す
る
場
合
に
は
、
現
金
を
も
っ
て
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

（
公
表
対
象
報
告
文
書
の
写
し
の
送
付
の
求
め
）



第
九
条　

法
第
三
十
二
条
第
四
項
又
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
総
務
大
臣
又
は
都
道
府
県
の

選
挙
管
理
委
員
会
に
対
し
、
送
付
に
要
す
る
費
用
を
納
付
し
て
、
公
表
対
象
報
告
文
書
の
写
し
の
送
付
を
求
め
る
こ
と
が

 

で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
費
用
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
総
務
省
組
織
令
の
一
部
改
正
） 

第
三
条　

総
務
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
五
十
四
条
第
三
号
中
「
そ
の
要
旨
の
」
を
削
る
。 

附　

則 

（
施
行
期
日
） 

１　

こ
の
政
令
は
、
令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日

か
ら
施
行
す
る
。 

一　

第
一
条
中
政
治
資
金
規
正
法
施
行
令
第
九
条
第
一
項
の
表
第
六
条
第
一
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
の
項
の
改
正
規
定　

令
和
七
年
十
月
一
日 

二　

次
項
の
規
定　

令
和
九
年
一
月
一
日 



（
収
支
報
告
書
の
公
表
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

２　

政
治
資
金
規
正
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
五
条
第
四
項
の
場
合
に
お
け
る
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
政

治
資
金
規
正
法
施
行
令
第
十
八
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
法
第
二
十
条
の
二
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
政

治
資
金
規
正
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
六
十
四
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
改
正
法
」
と
い

う
。
）
附
則
第
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
二
十
条
の
二
第
二
項
」
と
、
「
に
よ
る
報
告

書
」
と
あ
る
の
は
「
に
よ
る
報
告
書
、
改
正
法
附
則
第
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
報
告
書
に
併
せ
て
提
出
さ
れ
た
書

面
」
と
す
る
。 



理　

由 

政
治
資
金
規
正
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
い
、
政
治
資
金
規
正
法
施
行
令
に
お
い
て
確
認
書
の
写
し
の
交
付

の
方
法
を
定
め
る
等
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
と
と
も
に
、
政
党
助
成
法
施
行
令
に
お
い
て
公
表
対
象
報
告
文
書
の
写
し
の

交
付
の
方
法
及
び
写
し
の
交
付
に
係
る
手
数
料
の
額
等
を
定
め
る
等
の
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。 


